
①
 
2- 68

ペ
ー
ジ
の
「

 R
escue by M

aritim
e F

acilities 」
の
節
の

最
後

に
次
の
項

を
追
加

（
2-74

ペ
ー
ジ
に
挿
入
）

。

2- 74
～

78
ペ
ー
ジ
の
表
記
が
次
の
よ
う
に
差
し
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

■
 R

ecovery of survivors by assisting vessels

●
 S

eafarers should consider how
 to recover survivors into their ow

n 
vessels under various environm

ental conditions. R
ecovery m

ethods 
include: 
□

  U
sing throw

ing rockets or heaving lines to pass lifebuoys and/or 
lines to survivors;

□
  Stream

ing a rope, w
ith lifebuoys or other flotation attached;

□
  R

igging pilot ladders, jacob.s ladders or nets, preferably clear of the 
ship.s side, w

ith safety lines. If survivors are unable to clim
b, ladders 

or nets m
ay have to be recovered w

ith the survivors secured to them
. 

W
here practicable:

-
  rig ladders or nets from

 pilot doors or other low
 openings,

-
  deploy safety lines w

ith rescue strops or loops,
-

  use suitably equipped crew
 m

em
bers to assist survivors directly,

-
  deploy a liferaft w

ith the ladder or net to act as a transfer 
platform

;
□

  Pulling survivors up suitable m
arine evacuation system

s;
□

  D
eploying liferafts or lifeboats for survivors to hold onto, or clim

b 
into;

□
  U

sing rafts or boats as lifts, leaving them
 on the falls if conditions 

perm
it;

□
  L

ifting survivors using gantries, cranes, davits or derricks, w
ith lines 

rigged to m
inim

ize sw
inging against the ship's side;

□
  D

eploying purpose-built or im
provised recovery baskets;

□
  R

igging a boat rope for boats and survival craft to secure alongside;
□

  L
ow

ering em
barkation ladders.

●
  A

ny lights in use m
ust not be directed tow

ards helicopters operating in 
the area.

■
 
救
助
船
舶
に
よ
る
生
存
者
の
収
容

●
 
 船
員
は
，
あ
ら
ゆ
る
気
象
条
件
下
に
お
け
る
遭
難
者
の
自
船
内
へ
の
収
容
方
法
を

検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
収
容
方
法
に
は
次
を
含
む
：

□
 
 
 救
命
ブ
イ
や
救
命
索
を
遭
難
者
に
渡
す
た
め
，
救
命
索
発
射
器
や
投
げ
つ
な

を
使
う

□
 
 
 救
命
ブ
イ
や
他
の
浮
き
を
付
け
て
索
を
流
す

□
 
 
 パ
イ
ロ
ッ
ト
ラ
ダ
ー
，
ジ
ャ
コ
ブ
ラ
ダ
ー
，
ネ
ッ
ト
を
で
き
れ
ば
船
側
の
障

害
物
が
な
い
場
所
に
安
全
索
と
と
も
に
設
置
す
る
。
も
し
遭
難
者
が
自
分
で

登
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
，
遭
難
者
を
固
定
し
た
上
で
ラ
ダ
ー
か
ネ

ッ
ト
ご
と
船
内
に
収
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
可
能
で
あ
れ
ば
：

―
 
 
 ラ
ダ
ー
や
ネ
ッ
ト
は
水
先
案
内
人
通
用
口
や
他
の
低
位
置
の
開
口
部
に

設
置
し

―
 
 
 救
助
環
を
付
け
た
安
全
索
を
配
置
し

―
 
 
 難
者
を
直
接
支
援
す
る
た
め
適
当
に
装
備
し
た
船
員
を
使
い

―
 
 
 輸
送
用
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
，
ラ
ダ
ー
か
ネ
ッ
ト
を
付
け
た
救

命
筏
を
配
置
す
る

□
 
 
 適
切
な
海
上
収
容
装
置
に
よ
り
遭
難
者
を
引
き
上
げ
る

□
 
 
 
遭
難
者
が
つ
か
ま
っ
た
り
あ
る
い
は
，
登
る
た
め
に
救
命
筏
や
救
命
艇
を
送

る

□
 
 
 
筏
や
艇
を
昇
降
機
と
し
て
使
う
こ
と
，
状
況
が
許
せ
ば
吊
上
げ
索
を
付
け
た

ま
ま
に
し
て
お
く

□
 
 
 
ガ
ン
ト
リ
ー
，
ク
レ
ー
ン
，
ダ
ビ
ッ
ト
，
デ
リ
ッ
ク
を
使
っ
て
遭
難
者
を
引

き
上
げ
る
。
遭
難
者
が
船
側
に
向
か
っ
て
振
れ
る
の
を
極
限
す
る
た
め
索
を

付
け
る

□
 
 
 専
用
ま
た
は
簡
易
回
収
バ
ス
ケ
ッ
ト
を
配
置
す
る

□
 
 
 
ボ
ー
ト
や
遭
難
船
舶
を
ロ
ン
グ
サ
イ
ド
さ
せ
る
た
め
に
ボ
ー
ト
ロ
ー
プ
を
付

け
る

□
 
 
 積
込
み
梯
子
を
降
下
。

●
 
 使
用
中
の
い
か
な
る
照
明
も
，
現
場
で
活
動
中
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
向
け
て
は
な

ら
な
い
。



●
  Survivors in the w

ater should be lifted in a horizontal or near-horizontal 
position if possible (for exam

ple, in tw
o strops; one under the arm

s, the 
other under the knees) to m

inim
ize the risk of shock induced by sudden 

transfer from
 the w

ater and possible hypotherm
ia.

●
  A

ssisting vessels should also be prepared to receive survivors from
 

helicopters: see pages 2-50.
●
  W

hen the risks involved in recovery operations outw
eigh the risks of 

leaving the survivors in life saving appliances, consider the follow
ing 

actions:
□

  U
sing the ship to provide a lee for the survivors;

□
  D

eploying life saving appliances from
 the assisting vessel;

□
  M

aintaining visual and com
m

unications contact w
ith the survivors;

□
  U

pdating the co-ordinating authority;
□

  T
ransferring essential survival and m

edical supplies.

②
 
「

 R
escue by A

ircraft 」
の
節
(2- 74

～
78

ペ
ー
ジ
)
を
削
除
。

③
 
「

 ■
 

Im
m

ediate C
are of Survivors 」

の
項
(2-78

ペ
ー
ジ
)
の
１
段

落
目
に
次
の
段
落

を
追
加
。

●
 O

nce on board, m
edical care and w

elfare of the survivors should be 
attended to. A

dditional assistance should be sought from
 the S

A
R

 
authorities as required;

●
  M

edical advice should be sought from
 the Telem

edical M
aritim

e 
A

dvice Service, via the R
C

C
.

●
 
 水
中
の
遭
難
者
は
，
水
中
か
ら
の
突
然
の
移
動
に
伴
う
シ
ョ
ッ
ク
や
低
体
温
症
の

危
険
を
軽
減
す
る
た
め
，
（
例
え
ば
二
つ
の
救
難
環
を
使
い
，
一
つ
は
腕
の
下
に
，

一
つ
は
膝
に
付
け
て
）
水
平
か
，
あ
る
い
は
出
来
る
限
り
水
平
の
状
態
で
吊
上
げ

る
。

●
 
 ま
た
支
援
船
舶
は
，
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
か
ら
遭
難
者
を
引
継
ぐ
準
備
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
：
2-50頁

参
照
。

●
 
 収
容
作
業
に
伴
う
危
険
性
が
，
遭
難
者
を
救
命
器
具
内
に
留
め
て
お
く
危
険
性
を

上
回
る
場
合
，
次
の
手
立
て
を
検
討
す
る
：

□
 
 
 遭
難
者
の
風
除
け
と
な
る
よ
う
本
船
を
使
う
こ
と

□
 
 
 支
援
船
舶
か
ら
救
命
器
具
を
送
る
こ
と

□
 
 
 遭
難
者
と
の
間
で
視
覚
と
会
話
に
よ
る
コ
ン
タ
ク
ト
を
維
持
す
る
こ
と

□
 
 
 調
整
機
関
へ
の
最
新
情
報
の
提
供

□
 
 
 生
存
・
医
療
必
需
品
の
輸
送
。

●
 
 遭
難
者
が
乗
船
し
た
ら
，
医
療
手
当
て
と
介
護
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

追
加
の
支
援
は
捜
索
救
助
機
関
の
求
め
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

●
 
 医
療
助
言
は
，
救
助
調
整
本
部
を
通
じ
て
，
海
上
遠
隔
医
療
助
言
サ
ー
ビ
ス
か
ら

な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。


